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令和８年度渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付要領

令和８年４月１日から適用

本補助金の交付目的、交付手続等は、次のとおりです。

地域が一体となった自主的な防犯活動（以下「自主防犯活

交付目的 動」という。）を促進するため、予算の範囲内において自主防

犯活動事業に要した費用の一部を補助します。

内 補助対象事業 自主防犯活動のうち、別表に掲げる事業とする。

容 補助対象者 補助対象事業を実施する次に掲げる条件を満たす者です。

（１） 渋川市内の単位行政区又は学校の学区程度の範囲で

組織していること。

（２） 犯罪の発生しにくい地域づくりを目的として組織し

ていること。

（３） 渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３

０号）第２条第１号に規定する暴力団でないこと。

（４） 市税を滞納していないこと。

（５） 当該年度に渋川市安全安心まちづくり推進事業補助

金の交付を受けていないこと。

補助対象経費 補助対象事業を実施するために要した経費のうち、別表に掲

げるものです。

交付金額 補助対象経費の２分の１の額とし、３万円を限度とします。

上記の額に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切

り捨てるものとします。

予算額 この補助金の事業全体の補助限度額は、予算に定める額とし

ます。限度に達した時点で受付を終了します。

交 交付条件 （１） 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財

付 産（以下「財産」という。）については、事業の完了後に

手 おいても善良な管理者の注意をもって管理すること。

続 （２） 財産の効率的な運用を図ること。

等 交付申請の方法、 補助対象事業に着手する７日前までに危機管理課へ書面の提

時期等 出又はメールにて申請してください。予算額に達した時点で申

請の受付を終了します。

渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付申請書（様式

第１号）に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて提出し

てください。

（１） 事業計画書

（２） 収支予算書

（３） 補助金を必要とする理由書

（４） 見積書の写し
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【注】押印は省略することが可能ですが、その場合、書類の真

正性を担保するため、必要に応じ、電話等で確認を行う場合

があります。

交付決定の時期等 申請のあった日から１４日以内に交付決定をします。

補助金の交付又は不交付を決定したときは、渋川市安全安心

まちづくり推進事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

２号）により通知します。

実績報告の方法、 補助対象事業が完了したときは、その日から１か月以内又は

時期等 その日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、渋

川市安全安心まちづくり推進事業補助金事業完了実績報告書（様

式第３号）に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

（１） 渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付決定

通知書の写し

（２） 収支決算書

（３） 補助対象事業を実施したことがわかる写真

（４） 領収書の写し

補助金の額の確定 実績報告があったときは、当該報告書の審査及び必要に応じ

て現地調査を行い、その成果が補助金の交付の決定内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、渋川市安全安心ま

ちづくり推進事業補助金確定通知書（様式第４号）により交付

すべき補助金の額を確定します。

請求の方法、支払 渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付請求書（様式

時期等 第５号）に渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金確定通知

書の写しを添えて、請求してください。

提出された請求書に基づき、請求日から３０日以内に支払い

ます。

交付決定の取消し 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され

又は補助金の返還 ます。

（１） 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受

けたとき。

次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなけれ

ばなりません。

（１） 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り

消された場合は、取消しに係る部分の金額

（２） 交付を受けた補助金額が交付の対象となる事業及び

経費の実績額に基づき積算し確定した額を超える場合は、

超える部分の金額

申請書等の様式 渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付申請書（様式第

１号）

渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付（不交付）決定
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通知書（様式第２号）

渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金事業完了実績報告書

（様式第３号）

渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金確定通知書（様式第

４号）

渋川市安全安心まちづくり推進事業補助金交付請求書（様式第

５号）

その他 補助対象者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を備え付

け、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から５年間保存

しなければならない。

取扱担当課 渋川市役所危機管理課（本庁舎）

電話 ０２７９－２２－２１３０（直通）

０２７９－２２－２１１１（内線１１４４）

メールアドレス anshin＠ city.shibukawa.gunma.jp
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別表

補助対象事業 補助対象経費

防犯教室、講演会等の開催 講師報償費、講師旅費、会場使用料、その他

経費

防犯グッズ等の購入 防犯グッズ（たすき、ジャンパー、帽子、腕

章、ホイッスル、懐中電灯、電池等）等購入

経費

多くの世代の防犯活動への参加 見守り活動をする者用のベンチ等購入経費、

に資する活動 防犯活動への参加を呼びかけるチラシ及びリ

ーフレットの作成等の経費、その他経費

その他の活動 地域が一体となった自主防犯活動に要する経

費

※補助対象経費には、食糧費を含むことができないものとする。


